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令和 2年 6月 20日(土) 

 

仙台武道館少年剣道クラブ 稽古再開ガイドライン 

 

１ 目 的 

  このガイドラインは、全日本剣道連盟の示す「対人稽古再開に向けた感染拡大予

防ガイドライン」（以下「全剣連ガイドライン」という。）に則り、仙台武道館少年

剣道クラブ（以下「当クラブ」という。）の稽古にあたって順守するルールを定め、

新型コロナウイルスの感染を予防することを目的とする。 

 

 

２ 稽古の実施にあたってのガイドライン 

  （基本的に、全剣連ガイドラインの内容に従っているが、全剣連ガイドラインよ

りも厳しい基準には★を、逆に緩和した基準には◎を付してある。） 

 

（１）稽古への参加の可否 

   次に該当する場合は、稽古に参加しない。 

    ア 基礎疾患（※）のある場合 

      ※ 糖尿病、心不全、慢性閉塞性肺疾患、透析を受けている方、免疫抑

制剤や抗がん剤等を用いている方など 

      ※ やむを得ない事情があって、これらの方が稽古に参加しようとする

場合は、あらかじめ主治医の了解を得ること 

 

    イ 以下の条件に該当する場合 

      ○ 体調が良くない場合 

        ◇ 発熱（37.5℃程度）、咳、のどの痛みなどの症状がある場合 

        ◇ 以上の症状がない場合でも、体調が良くないと感じる場合 

      ○ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、又は同居家

族が上記「体調が良くない場合」に該当する場合★ 

      ○ 過去 14日以内に、渡航歴のある場合又は国内でも感染者が多数（10

名程度を目安）発生している都道府県に滞在歴のある場合★ 

      ○ 当クラブの会員以外の方（当面） 

※ 会員の保護者等で稽古補助のため参加する方を除く。◎ 
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（２）稽古への参加前 

 〔各自の健康管理・感染予防〕 

  ① 自宅を出る前に検温を行う。 

  ② 自宅から道場へ向かう途中は、マスクを着用する。 

  ③ 道場入口前に設置する消毒液（本会計にて購入）で、手指の消毒を行う。 

  ④ 道場入口前で、非接触式の体温計（本会計にて購入）により検温を行う。 

 

 〔着替え〕 

   着替えは自宅で行う、又は更衣室を交代で使用するなど、密集を避けて行う。 

   女子の参加人数に応じて、男子用の更衣室を女子が使用することも可能とする。

（この場合、更衣室に通じるドアに張り紙をして、男性が入室しないよう注意喚

起をする。） 

 

 〔共用道具類の除菌〕 

① ドア入口、窓のロック・サッシ、打ち込み台、太鼓のバチ、テーブル、その

他稽古参加者が手指で接触する箇所の除菌を行う。（除菌用アルコールは、本

会計で購入。除菌作業は、保護者が協力して行う。） 

  ② 木刀（使用分のみ）の除菌も、上記と同様に行う。（使用後も除菌する。） 

 

 〔防具袋などの荷物〕 

  荷物は、道場内に、お互いの荷物が重ならないよう、間隔をあけて置く。 

 

～ これより以下、稽古に入るが、当面、初級・中級・上級の別に、時間帯を分けて

実施するため、級によって（３）以下の内容がそぐわない場合は、適宜修正して行

うものとする。 

 

（３）準備体操 

  ① 雑巾がけは、密集が避けられないため行わない。 

  ② 準備体操は、面マスク等を着用し、同じ方向を向いて、十分な距離を取って

横一列となり行う。発声は行って良いが、抑制し、隣を向かないようにする。 

  ③ 北警察署の場合等、やむなく向かい合う場合又は 2列以上になる場合は、お

よそ 2メートルの距離を取り、発声も極力控える。 

 

（４）整列～黙想～座礼 

  ① 整列は、隣との距離を十分に取り、従来通りに横一列とする。面マスク等は

着用したままとする。やむなく 2列となる場合は、およそ 2メートルの距離を

取る。 

    先生方とは向かい合うが、2メートル以上の距離を取る。 

  ② 3つの柱の唱和は、従来どおり行うが、主将の座位置は、横一列端とする。 

  ③ 黙想も、従来どおり、主将の号令により行う。座礼も同様とする。 
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（５）素振り 

  ① 準備体操と同様に、面マスク等を着用し、横一列となり行う。（主将も前へ

出ない。）発声は行って良いが、抑制し、隣を向かないようにする。 

② やむなく向かい合う場合又は 2列となる場合は、およそ 2メートルの距離を

取り、発声も極力控える。 

 

（６）稽 古 

   別紙「稽古実施計画」のとおりとする。 

 

（７）稽古中の換気 

   基本的に、稽古中は窓を開放する。冷房を使用する際は、窓を閉めるが、30

分に 1回 5～10分程度、窓を開けて換気を行う。（保護者が協力して開閉する。） 

 

（８）保護者の観覧等 

  ① 保護者は、道場内での役割等がある場合を除き、3 階観覧席で、マスクを着

用し席を離して座り、必要のない会話を避けて観覧する。（北警察署の場合は、

道場内で観覧することになるが、極力ソーシャル・ディスタンスを確保する。） 

  ② 特に役割や打合せ等のない場合は、稽古中に一時帰宅等して構わない。（た

だし、いつでも携帯等で連絡が取れ、迎えに来ることができるように留意する。） 

  ③ 当番の方は、基本的に、道場内又は入口付近にて観覧する。 

  ④ 打合せを行う場合は、師範室を使用して良いが、扉を開けるとともに、数回

に分けて行うなど、密集を避け、かつ、短時間（15分程度）で終える。 

 

（９）見学者への対応 

   見学者は、発熱や体調を確認し、手指消毒を行ったうえで、マスクの着用を求

め、道場内ではなく、観覧席にて説明や見学を行う。当面、稽古の体験は行わな

い。また、氏名・住所・連絡先を記入してもらう。 

 

（10）稽古の休憩時 

  ① 密集を避け、順番に、手洗い、手指消毒を行う。 

  ② 水分補給等を取る場合も、道場の入口付近で密集しないようにする。休憩中

も面マスク等を着用し、道場内又は観覧席で、お互いに間隔をあけて静かに休

憩することとする。 

 

（11）先生方へのお茶出し等 

   第三者からの飲食物の提供は、極力避けることが望ましいため、紙コップを備

え付けた上で、ペットボトルのお茶をお渡しするにとどめる。（当面） 

 

（12）稽古終了後の整列～黙想～座礼 

  ① 面マスク等を着用し、一連の流れは、基本的に稽古開始の場合と同様とする。 

  ② 個別に先生方への礼を行う場合は、距離を取って順番に並び、先生方とは 1

～2メートルの間隔をあける。◎ 
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（13）稽古後の着替え 

   道場内で着替えても良いが、お互いの距離を 2メートル以上離し、遊ばずに速

やかに着替える。更衣室を使用する場合は、稽古開始前と同様に、男子用も含め

て交代で使用するなど密集を避ける。 

 

（14）使用後のマスク・剣道具等 

   稽古時に使用したマスク類は、他の荷物と一緒にならないよう、ビニール袋等

に入れて持ち帰り、自宅で洗濯や除菌を行う。 

   剣道具、剣道着、竹刀、手ぬぐい等も、自宅で洗濯や、アルコール噴霧等によ

る除菌を行う。 

 

（15）共用道具類の除菌 

   稽古開始前と同様に、保護者が協力して行う。 

 

（16）手洗い・消毒 

   各自、手洗い、手指消毒を行ってから帰宅する。 

 

 

３ 稽古後の健康管理 

  稽古の参加者が、感染を疑われるような症状を発した場合は、速やかに、米内山

又は牛坂まで連絡する。 

 

 

４ ガイドラインの見直し 

  全剣連ガイドラインの変更があった場合や、このガイドラインにより難い場合な

ど、内容の見直しが必要となった場合は、適宜、師範又は保護者の協議によって、

必要な修正を行う。 

 

 

５ 適用期間等 

 ① このガイドラインは、令和 2年 6月 27日から当分の間、適用する。 

 ② このガイドラインの有効期限については、新型コロナウイルス感染症の発生状

況、行政機関における対応状況、全日本剣道連盟及び宮城県剣道連盟の方針等を

踏まえ、あらためて定める。 

 


